
 

国立大学法人東京農工大学共同利用設備利用料取扱細則の一部改正 

国立大学法人東京農工大学共同利用設備利用料取扱細則を次のとおり改正する。 

現行 改正 備考 

 

(共同利用設備及び利用料単価) 

第 3条 共同利用設備及びその利用料単価は、別表第１に定めるところに

よる。 

 

 

別表第 1(第 3条関係) 

 

 

第 3条 (略)（現行どおり） 

 

 

 

別表第 1(第 3条関係) 

改正理由 
共同利用設備

の追加並びに利

用料及び設置場

所の変更等によ

り、所要の改正

を行う。 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

附 則（細則第 12号） 

この細則は、平成 25年 7月 22日から施行し、平成 25年 7月 1日から適用する。 
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利用種別 利用種別

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

学外者10,000円／日

学内者5,000円／日

学外者1,400円／時間

学内者350円／時間

学外者400円／30分 学外者700円／30分

学内者300円／30分 学内者300円／30分

学外者6,000円／回

学内者3,500円／回

学外者6,000円／回

学内者3,500円／回

別表第1（第3条関係）

DNAシーケンサーABI310
 （1本キャピラリー型）

（略）
遺伝子実験施設棟
Ｅ９室

（略）

（略） 屋内ファイトトロン（１～６） （略） （略） （略）

DNAシーケンサーABI310
 （1本キャピラリー型）

（略）
遺伝子実験施設棟
Ｅ４室

（略）

学内者350円／時間 （略）

学内者4,000円／月

質量分析装置（低分解能） （略）

（略） （略）

（略）（略）

質量分析装置（低分解能） （略） 学内利用のみとする。

（略）生物試料透過型電子顕微鏡
遺伝子実験施設棟
Ｅ１９室

（略）

多目的強力Ｘ線回折装置

（略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略）

核磁気共鳴装置（ECX300） （略）

（略）

（略）

生物試料透過型電子顕微鏡
遺伝子実験施設棟
Ｅ８室

学内利用のみとする。 多目的強力Ｘ線回折装置 （略）

遺伝子実験施設棟
Ｅ９室

（略）

利用料単価 設置場所

DNAシーケンサーABI3130
 （4本キャピラリー型）

（略）

遺伝子実験施設棟
Ｅ４室

現　　　　　行 改　　正　　案

　　　設備名称
利用料単価 設置場所 備考備考

　　　設備名称

別表第1（第3条関係）

DNAシーケンサーABI3500
 （8本キャピラリー型）

遺伝子実験施設棟
Ｅ４室

DNAシーケンサーABI3500
 （8本キャピラリー型）

遺伝子実験施設棟
Ｅ９室

（略） （略）

DNAシーケンサーABI3130
 （4本キャピラリー型）

（略）

バイオセンサー用BioFlow 植物工場機器室 学内利用のみとする。

核磁気共鳴装置（ECX300）

（略） （略）

屋内ファイトトロン（１～６） （略）

（略）

（略）

MALDI-TOF質量分析装置
機器分析施設
機器室２Ｂ

1回の利用時間は、午前10
時～午後3時又は午後3時～
午後8時とする。

学内者5,000円／日

（略）

ESI-TOF質量分析装置
機器分析施設
機器室２Ｂ

1回の利用時間は、午前10
時～午後3時又は午後3時～
午後8時とする。
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